
１．基本的には一時保育のクラスでの保育となります。

２．電話等でのお問い合わせ、予約は平日の午前10時～午後4時にお願いします。

　　人数が多い場合はお断りすることがあります。予約後、お休みする場合はその時点でお知らせ

　　ください。病気等で当日になり休む場合はキャンセル待ちをしている方がいますので、８時３０分

　　にご連絡ください。空き状況次第で、当日利用も可能です。

３．初めてお預かりする場合は、慣らし保育（半日）となり、数回状況を見ながら1日保育になります。

　　非定型保育をご希望の場合は、余裕を持って予定のご調整をお願い致します。

４．個人の登録番号をお知らせします。予約の際は登録番号と名前、年齢をお申し出ください。

５．持ち物　　以下のものすべてに名前を記入してください。
　　○着替え袋に着替え（着脱しやすい物）2～3組、汚れ物用レジ袋

　　☆ロンパース、オーバーオール、フード付はおやめください。

　 　  外遊び用の上着もフードのないものをご用意ください。

　　○おむつセット　おむつ5～6枚（お尻の部分に油性ペンで記名）、お尻拭き、汚れ物用レジ袋3枚

　　○パジャマ袋にパジャマ

　　○バスタオル　大判２枚（昼寝用）

　　○連絡帳　（もらった用紙をクリアファイルに入れてください）

　　○食物アレルギーのある方については、お弁当・おやつをご持参ください。

　　★薬はお預かりできませんのでご了承ください。

６．登降園

　　（１）自動車での送迎は、地区センターの駐車場をご利用ください。路上駐車は近隣の方の迷惑になり

　　　　ます。駐車券は園のカウンターの機械に大人が通してください。必ずチャイルドシートを用いて安全

        にご留意ください。

　　（２）保護者、または保育園に届け出ている方がお迎えにきてください。お迎えの方が変わる場合

　　　　は、写真と名前、お子様との関係を事前にお知らせください。その場合は、お子様が知っている

　　　　方に限ります。また、電話での変更は事故の原因になりますので、お断り致します。

　　　　小中学生（きょうだいでも）の送迎もお断り致します。

　　　　特別な場合、安全を確認できる時以外はお断り致します。身分証等で本人確認させていただきます。

　　（３）玄関の出入りのしかた

　　　　登園の際はインターフォンを押し、名前をおっしゃってください。確認後解錠します。

　　（４）健康状態、その他変わったことがある場合は、連絡帳等に書くとともに、詳しく口頭でお伝えください。

　　　　

　　（５）バギーは玄関左側の園舎脇に置くことが出来ます。

　　　　（盗難等の責任は負いかねます。屋根はありませんのでご注意下さい）

　　※お迎えの時間は守りましょう。やむを得ない事情で遅くなるときは必ず電話で連絡してください。

　　※履いてくる靴は、サンダル、クロックス、ブーツは不可です。（園庭、園外活動をするため）

　ほし組　通園のしおり　　　　きらら保育園



７． 担任への連絡について
電話連絡は、緊急時以外は12時半～14時半にお願いします。連絡帳やメモをご利用ください。

８． 保健について

（１）病気の場合
　体力が回復するまで休ませてください。特に下記の感染症の場合は出席停止となります。かかりつけ医の
　指示のもと、登園を開始してください。園内の蔓延を防ぐための確認として「登園許可書」を書いてもらって
　下さい。（用紙は事務所前のレターケース内にあります。受診先の用紙でも構いません。）

（２）学校伝染病「登園許可書（治癒証明書）」：医師が記入します。
　学校伝染病に定められたもののうち、下記の疾患について、きらら保育園では登園許可書の提出を求めて
　います。
＜目的＞
　・集団保育の中の感染症の蔓延を防ぐため。疾病が悪化するのを防ぐため。
＜許可書を受け取る時の留意事項＞
　・かかりつけ医の治癒証明書、もしくは園所定の登園許可書に医師の記入があること。
　※登園可能日が記入されているいることを確認してください。登園可能日前に登園することはできません。

※保育所における感染症ガイドラインを参考にしています。
　保育園乳幼児が集団で長時間生活をともにする場所です。感染症の集団発症や流行を出来るだけ防ぐことはもち
　ろん、子どもたちが一日快適に生活出来る事が大切です。そのため感染症と診断された時には、ご家庭での保育
　をお願いしています。

（３）与薬について
　与薬は安全管理の面から保育園では行いませんのでご了承ください。

（４）病後児保育室「ひかり」について
　きらら保育園には病後児保育室があります。登録後利用可能になります。ご利用の際はかかりつけ医の
　連絡書が必要です。詳しくは「病後児保育室のしおり」かホームページをご覧ください。与薬も可能です。

（５）保育中のケガ等について
　子どもは成長過程でケガをしながら、大きな危険から身を守る術を身に付けていきます。子どもは危険回避
　能力が育っていない分、体が丸く柔らかくなっていて大きなケガにならないようになっているそうです。保育
　園全体では、安全対策や職員の配置等により危険がないように努力していますが、それでもケガをする場
　合があります。そのような時は下記のように対応させていただきます。

医師により感染の恐れがないと認めるまで

耳下腺・顎下線・舌下線の腫脹が発現してから５日を
経過するまで。かつ全身状態が良好になってから

病名

麻疹（はしか）

インフルエンザ

風疹

水痘（水ぼうそう）

発疹出現の前７日から後７日間ぐらい 発疹が消失してから

全ての発疹が痂皮化してから発疹出現１～２日前から痂皮形成まで

新型コロナウイルス
感染症

発症後５日間
発熱後５日を経過し、かつ症状が軽快した後１日を経
過してから※無症状の感染者の場合は検体採取日を
０日目として５日経過してから

咽頭結膜熱（プール熱）

百日咳

登園の目安
発症１日前から発疹出現後の４日後迄 解熱後３日を経過してから

症状がある期間（発症前24時間から、発
症後３日程度まで最も感染力が強い

発熱後５日間及び解熱後３日間を経過してから

感染しやすい期間

主な症状が消え２日経過してから

抗菌薬を服用しない場合、咳出現後３週
間を経過するまで

特有の咳が消失するまで、又は５日間の適正な抗生
物質製剤による治療を終了するまで

流行性耳下腺炎
（おたふくかぜ）

発症３日前から耳下腺腫脹後４日

発熱・充血等の症状が出現した数日間

結核

侵襲性髄膜炎菌感染症
（髄膜炎菌性髄膜炎）

感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから

― 医師により感染の恐れがないと認めるまで

― 医師により感染の恐れがないと認めるまで

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

充血、目やに等症状が出現した数日間

腸管出血性大腸菌感染症
（O157・O26・O111）

症状が始まり、かつ抗菌薬による治療が終了し、48時
間あけて連続２回の検便によって、いずれも菌の陰性
が確認されてから



①受診する場合は、保護者に連絡をした上で、園で対応します。

②保育中の軽傷と思われるケガは保育士、看護師が手当をします。軽傷（擦り傷など）と判断した場合は連絡しま

　せんが、連絡帳やお迎えの時に保護者の方へお伝えします。

③他のお子さんとのトラブルによりケガをした場合は、出来るだけ双方の保護者の方にも状況をお知らせします。

　ケガをさせてしまった子どもには、その場で保育士が対応していますのでお家では叱らないでください。保護者の
　方は現状を把握の上、相手の保護者の方にお会いになった時には一言声をお掛けください。また、被害を受けた
　お子さんの保護者の方も相手の気持ちをお受け止め下さい。
④ケガやトラブルに気付かれたときには園へお知らせ下さい。保護者が気が付かなかったり、伝え忘れてしまうこと
　があるかも知れません。また、保育者には言えなくても保護者の方には言えるお子さんもいらっしゃいます。おとも
　だちとのトラブルのときは、事実を伝えきれない事や自分に都合の悪い事は話せない場合があります。保護者同士
　でお話をする前に園にご確認ください。

（６）かみつき、ひっかきについて
　１歳前後の、自我が出てきて言葉が自由に操れない時に、自分の思いを伝えるために、かみつき・ひっかき・
　突き飛ばしが出てくることがあります。全ての子どもがするわけではありませんが、相手が同じ場合も多いの
　です。集団の中ではこのようなことがあり、常に防ぐことができない場合もあることをご理解ください。
　（もちろん、保育者はそのようなことがないよう努力を続けています）

（７）保育中にケガをして治療した場合の治療費
　スポーツ振興センターへの加入は不可能なため、ケガ等の場合は原則として自己負担となります。ただし、
　賠償保険には加入しています。
　★健康上、気にしてほしい点や特に注意しなければならない体質のお子様は前もって担任にご相談下さい。
　特に、ひきつけ・脱臼・入院歴・熱性けいれんのある場合はお申し出ください。

９． 緊急連絡について（緊急連絡票）・・・必ず連絡がつく連絡先（携帯電話に番号登録）
・保育時間中に具合が悪くなったり、事故が発生した場合は応急処置をして連絡いたします。場合によっては
　お迎えにきていただくことがあります。
・朝、平熱よりも１℃高い。38.0℃以上。37℃台だが機嫌が悪く、他の症状もある。以上のような状態ではお迎
　えにきていただく事がありますのでご理解ください。
・座薬などで熱を下げているときや、その翌日は熱が出やすいのでお預かりできません。
・体調不良の場合は家庭保育か、きらら保育園の病後児保育室をご利用ください。
・仕事の都合上、園からの電話に出られないときは、連絡帳にその旨ご記入の上、昼頃に一度、園の方に連
　絡をしてお子様の様子を確認してください。

１０．非常事態発生時のお願い

（１）風水害が起こった時
　・災害に応じて各自判断し、お迎えに来てください。
　・原則的に保育園で待機しますが、災害の状況により避難場所へ移動することもあります。その場合は下記
　の避難場所にお迎えにきてください。

（２）大地震が発生した場合
　・揺れがおさまったことを確認し、安全な場所に避難します。
　・避難後は園の判断の元、園児を保護し、保護者（受取人）に引き渡します。
　・地震直後の状況により広域場所、その他に避難します。
　・混雑が予想されますが「お子様のお迎え」を第一に考え移動してください。

（３）大規模地震発生の警戒宣言が発令された場合
　・園児は保護者（受取人）の方に引き渡すことになります。警戒宣言を知った時点で直ちにお迎えをお願い
　　します。
　・やむを得ずお迎えが遅れる場合は、園児は保育園または予め決められた避難場所でお預かりします。

避難場所 地域防災拠点　：　 横浜市立能見台小学校
広域避難場所　：　 長浜公園一帯
そ　　の　　他　 ：　　　堀口北公園・能見台中央公園・神奈川県立

　　　　　　　　　　　 循環器呼吸器病センター　　　　　　　　　　　 循環器呼吸器病センター循環器呼吸器病センター


